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９ 2025

◇
今
号
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
◇

個
人
情
報
の
漏
え
い

発
生
原
因
と
企
業
の
対
策

政
府
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会

は
、
２
０
２
４
年
度
に
企
業
や
行

政
機
関
か
ら
報
告
を
受
け
た
個
人

情
報
漏
え
い
事
案
が
前
年
比
５８
％

増
の
２
万
１
０
０
７
件
に
上
っ
た

と
発
表
し
た
。
委
員
会
が
調
査
を

始
め
た
２
０
１
７
年
度
以
降
、
過

去
最
多
と
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
個
人
情
報
保
護
法

に
基
づ
き
、
１
件
を
勧
告
、
３
９

５
件
に
対
し
指
導
や
助
言
を
実
施

し
た
。

情
報
漏
え
い
の
主
な
原
因
は
、

外
部
か
ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
や
ヒ

ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー（
人
為
的
ミ
ス
）、

内
部
不
正
な
ど
。
情
報
漏
え
い
を

防
ぐ
た
め
に
は
、
外
部
と
内
部
の

両
面
か
ら
対
策
を
徹
底
す
る
必
要

が
あ
る
。

ひ
と
た
び
個
人
情
報
が
漏
え
い

し
た
場
合
、
信
用
の
失
墜
、
顧
客

離
れ
な
ど
、
重
大
な
ダ
メ
ー
ジ
に

つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、
損
害
賠

償
な
ど
が
問
わ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ

る
。
企
業
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、

情
報
漏
え
い
対
策
は
重
要
な
経
営

課
題
で
あ
る
。

２
０
２
５
年
度
の
最
低
賃
金

全
国
平
均
６３
円
ア
ッ
プ

２
０
２
５
年
度
の
最
低
賃
金

（
時
給
）
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働

省
の
審
議
会
は
、
全
国
平
均
で
６３

円
（
６
・
０
％
）
引
き
上
げ
て
１

１
１
８
円
と
す
る
目
安
を
決
定
し

た
。
近
年
の
高
水
準
の
賃
上
げ
や

物
価
高
を
背
景
に
昨
年
度
の
５０
円

（
５
・
０
％
）
を
上
回
り
、
金
額
、

引
き
上
げ
率
と
も
に
過
去
最
大
と

な
っ
た
。

審
議
会
が
示
す
目
安
が
６０
円
台

と
な
る
の
は
初
め
て
。
こ
の
目
安

ど
お
り
に
引
き
上
げ
ら
れ
れ
ば
全

国
平
均
の
時
給
は
１
１
１
８
円
に

な
り
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
最

低
賃
金
が
１
０
０
０
円
を
超
え
る

こ
と
に
な
る
。

中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資

促
進
税
制
の
見
直
し
・
延
長

自
然
災
害
リ
ス
ク
に
備
え
た
設

備
投
資
を
後
押
し
す
る
「
中
小
企

業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税
制
」

の
適
用
期
限
が
、
令
和
７
年
度
税

制
改
正
で
２
年
間
延
長
さ
れ
た
。

同
制
度
は
、
中
小
企
業
が
国
の

認
定
を
受
け
た
「
事
業
継
続
力
強

化
計
画
」
等
に
基
づ
き
、
防
災
・

減
災
に
役
立
つ
設
備
を
取
得
し
た

場
合
に
、
特
別
償
却
１８
％
（
令
和

７
年
４
月
１
日
以
降
に
取
得
等
す

る
場
合
は
１６
％
）
の
適
用
を
認
め

る
も
の
で
、
対
象
設
備
に
は
、
停

電
時
の
電
源
確
保
設
備
な
ど
、
事

業
の
継
続
を
支
え
る
重
要
な
装
置

が
含
ま
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
感
染
症
対
策
と
し
て

の
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
は
、
今

回
の
改
正
に
よ
り
対
象
外
と
な
っ

た
。

ふ
る
さ
と
納
税

ふ
る
さ
と
納
税
と
は
、
故

郷
や
応
援
し
た
い
市
町
村
な

ど
、
自
分
が
選
ん
だ
自
治
体

に
寄
附
が
で
き
る
制
度
。
所

得
控
除
の
１
つ
「
寄
附
金
控

除
」の
対
象
と
な
る
た
め
、税

制
上
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
を
す
る

と
、
納
税
先
の
自
治
体
か
ら

そ
の
地
域
の
特
産
品
や
地
域

産
業
で
生
産
さ
れ
る
商
品
を

返
礼
品（
お
礼
の
品
）と
し
て

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

確
定
申
告
を
す
る
と
、
寄

附
額
の
う
ち
２
０
０
０
円
を

超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
一

定
の
上
限
ま
で
は
所
得
税
・

住
民
税
か
ら
全
額
控
除
を
受

け
ら
れ
る
。

昨
年
度
、
全
国
の
自
治
体

に
寄
付
さ
れ
た
総
額
は
１
兆

２
７
０
０
億
円
余
り
で
、
前

年
度
か
ら
約
１
５
０
０
億
円

増
え
、
過
去
最
高
を
更
新
し

た
。

税
理
士
法
人
原
会
計
事
務
所

原
会
計
事
務
所
だ
よ
り
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（９月号） （２）

個
人
情
報
の
漏
え
い

発
生
原
因
と
企
業
の
対
策

―
漏
え
い
件
数
が
過
去
最
多
―

政
府
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
ま
と
め
た
年
次
報
告
に
よ
る
と
、
昨
年
度
、
民

間
企
業
に
お
け
る
個
人
情
報
の
漏
え
い
や
紛
失
事
案
は
１
万
９
０
５
６
件
と
、
委
員

会
が
調
査
を
始
め
た
２
０
１
７
年
度
以
降
、
最
も
多
く
な
り
ま
し
た
。
ひ
と
た
び
個

人
情
報
が
漏
え
い
し
た
場
合
、
信
用
の
失
墜
、
顧
客
離
れ
や
売
上
の
低
下
な
ど
、
重

大
な
ダ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、
損
害
賠
償
な
ど
が
問
わ
れ
る
リ
ス
ク
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、
企
業
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
と
対
策
に
つ
い

て
取
り
上
げ
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
２
０
２
４

年
度
に
企
業
や
行
政
機
関
か
ら
報
告
を
受

け
た
個
人
情
報
漏
え
い
事
案
が
前
年
比
５８

％
増
の
２
万
１
０
０
７
件
に
上
り
、
過
去

最
多
だ
っ
た
と
発
表
し
ま
し
た
。
こ
の
う

ち
、
個
人
情
報
保
護
法
に
基
づ
き
、
１
件

を
勧
告
、
３
９
５
件
に
対
し
、
指
導
や
助

言
を
実
施
し
ま
し
た
。

民
間
企
業
は
、
１
万
９
０
５
６
件
で
、

前
年
比
５７
％
増
と
な
り
ま
し
た
。
不
正
ア

ク
セ
ス
被
害
に
遭
っ
た
民
間
シ
ス
テ
ム
を

利
用
し
て
い
た
事
業
所
か
ら
２
７
４
５
件

の
報
告
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
反
映
さ
れ

ま
し
た
。

国
や
地
方
自
治
体
と
い
っ
た
公
的
部
門

は
１
９
５
１
件
で
、６８
％
増
加
し
て
い
ま
す
。

個
人
情
報
の
漏
え
い
事
案
が
増
加
し
た

要
因
と
し
て
は
、
改
正
個
人
情
報
保
護
法

に
よ
り
、
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
が
発
生

し
、
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
恐
れ
が

あ
る
場
合
に
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ

の
報
告
が
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

■
情
報
漏
え
い
の
主
な
原
因
■

情
報
漏
え
い
の
主
な
原
因
は
、
外
部
か

ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
や
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ

ー
（
人
為
的
ミ
ス
）、
内
部
不
正
な
ど
で

す
。
情
報
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
外

部
と
内
部
の
両
面
か
ら
対
策
を
徹
底
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

企
業
の
信
用
情
報
な
ど
を
調
査
し
て
い

る
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
が
実
施
し
た
「
個

人
情
報
漏
え
い
・
紛
失
事
故
」
調
査
に
よ

る
と
、
２
０
２
４
年
の
情
報
漏
え
い
・
紛

失
事
故
の
１
８
９
件
の
う
ち
、
原
因
別
で

み
る
と
、「
ウ
イ
ル
ス
感
染
・
不
正
ア
ク

セ
ス
」
の
１
１
４
件
（
構
成
比
６０
・
３
％
）

が
最
多
で
約
６
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

次
い
で
、「
誤
表
示
・
誤
送
信
」
が
４１

件
（
２１
・
６
％
）
で
、
メ
ー
ル
送
信
時
の

Ｃ
Ｃ
、
Ｂ
Ｃ
Ｃ
の
取
り
違
え
、
シ
ス
テ
ム

の
誤
設
定
な
ど
、
人
に
よ
る
操
作
ミ
ス
が

続
い
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
デ
ー
タ
の
「
紛
失
・
誤
廃

棄
」
が
２０
件
（
１０
・
５
％
）、「
不
正
持
ち

出
し
・
盗
難
」
が
１４
件
（
７
・
４
％
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。

■
対
策
■

不
正
ア
ク
セ
ス
対
策
と
し
て
は
、
ま
ず

は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
を
導
入
し
、
必

ず
最
新
の
状
態
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
メ
ー
ル
の
誤
送
信
に
つ
い
て
は
、

送
信
ル
ー
ル
（
宛
先
、
添
付
フ
ァ
イ
ル
、

Ｂ
Ｃ
Ｃ
設
定
の
確
認
等
の
徹
底
）
を
整
備

し
ま
し
ょ
う
。

機
器
の
紛
失
・
置
き
忘
れ
に
よ
る
情
報

漏
え
い
も
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
、外
付
け
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス

ク
な
ど
の
記
録
媒
体
の
持
ち
出
し
を
制
限

し
ま
し
ょ
う
。
例
外
的
な
持
ち
出
し
に
は
、

承
認
プ
ロ
セ
ス
を
設
け
、
持
ち
出
し
可
能

な
デ
ー
タ
に
は
暗
号
化
な
ど
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
不
正

ア
ク
セ
ス
防
止
の
た
め
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
だ
け
で
な
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー

に
よ
る
情
報
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の

基
本
的
な
仕
組
み
づ
く
り
も
重
要
で
す
。

具
体
的
な
対
応
例
と
し
て
は
、
情
報
の

取
り
扱
い
権
限
、管
理
責
任
、取
り
扱
い
ル

ー
ル
（
転
職
時
の
個
人
情
報
持
ち
出
し
禁

止
等
）
の
徹
底
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

あ
わ
せ
て
従
業
員
一
人
ひ
と
り
の
情
報

の
管
理
意
識
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識

向
上
の
た
め
の
教
育
お
よ
び
情
報
の
取
り

扱
い
ル
ー
ル
の
周
知
を
丁
寧
に
行
っ
て
い

く
こ
と
が
大
切
と
い
え
ま
す
。

●情報漏えいの主な原因と割合●

構成比（％）

６０．３％

２１．６％

１０．５％

７．４％

事故件数

１１４件

４１件

２０件

１４件

主な理由
ウイルス感染・
不正アクセス
誤表示・誤送信

紛失・誤廃棄

不正持ち出し・盗難
出典：東京商工リサーチ「個人情報漏えい・紛失事故調査」
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（３） （９月号）

■
２
０
２
５
年
度
最
低
賃
金
■

全
国
平
均
６３
円
ア
ッ
プ

人
件
費
増
加
へ
の
対
応

２
０
２
５
年
度
の
最
低
賃
金
（
時
給
）
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
の
審
議
会
は
、

全
国
平
均
で
６３
円
（
６
・
０
％
）
引
き
上
げ
、
１
１
１
８
円
と
す
る
目
安
を
決
定
し

ま
し
た
。
昨
年
度
の
５０
円
（
５
・
０
％
）
を
上
回
り
、
金
額
、
引
き
上
げ
率
と
も
に

過
去
最
大
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、
２
０
２
５
年
度
の
最
低
賃
金
引
き

上
げ
の
動
向
と
企
業
側
の
対
応
策
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

■
過
去
最
大
の
引
き
上
げ
幅
■

２
０
２
５
年
の
最
低
賃
金
は
、
近
年
の

高
水
準
の
賃
上
げ
や
物
価
高
な
ど
を
背
景

に
、
全
国
平
均
で
６３
円
の
引
き
上
げ
と
な

り
、
前
年
度
の
５０
円
を
超
え
、
過
去
最
大

の
引
き
上
げ
幅
と
な
り
ま
し
た
。

審
議
会
が
示
す
目
安
が
６０
円
台
と
な
る

の
は
初
め
て
で
、
こ
の
目
安
ど
お
り
に
引

き
上
げ
ら
れ
れ
ば
、
全
国
平
均
の
時
給
は

１
１
１
８
円
に
な
り
、
す
べ
て
の
都
道
府

県
で
最
低
賃
金
が
１
０
０
０
円
を
超
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
最
低
賃
金
引
き
上
げ
へ
の
対
応
■

一
方
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

企
業
の
人
件
費
の
負
担
が
大
き
く
な
る
と
、

そ
の
分
収
益
が
圧
迫
さ
れ
ま
す
。
特
に
業

績
が
上
向
か
な
い
状
態
で
賃
上
げ
を
迫
ら

れ
る
企
業
に
と
っ
て
は
経
営
に
大
き
な
影

響
を
与
え
ま
す
。

政
府
は
２
０
２
０
年
代
に
最
低
賃
金
の

全
国
平
均
を
１
５
０
０
円
に
す
る
こ
と
を

目
標
に
掲
げ
て
お
り
、
今
後
数
年
間
は
、

最
低
賃
金
の
大
幅
な
引
き
上
げ
が
続
く
と

予
測
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
企
業
に
お
い
て
は
、今
後
、

賃
上
げ
に
対
応
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ

と
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
と
い
え
ま
す
。

◇
価
格
転
嫁
◇

企
業
が
取
り
得
る
対
応
策
と
し
て
、
ま

ず
は
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
を
引
き
上

げ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
は
企

業
が
調
達
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
や
サ
ー

ビ
ス
の
価
格
が
上
が
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
に
加
え
て
人
件
費
は
多
く
の
企
業
に
と

っ
て
大
き
な
負
担
と
な
る
た
め
、
そ
の
増

加
分
を
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
に
転
嫁

す
る
こ
と
で
収
益
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
、

重
要
な
経
営
戦
略
と
な
り
ま
す
。

◇
省
力
化
投
資
と
業
務
の
効
率
化
◇

省
力
化
投
資
と
は
、
生
産
工
程
や
業
務

プ
ロ
セ
ス
の
自
動
化
・
効
率
化
を
図
る
た

め
に
、
設
備
や
技
術
に
投
資
す
る
こ
と
を

指
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
Ｉ
Ｔ
ツ
ー
ル

や
自
動
化
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
工
場
に
お

け
る
ロ
ボ
ッ
ト
の
導
入
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。

自
動
化
・
効
率
化
に
よ
り
、
従
業
員
の

作
業
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
よ
り
付
加
価
値

の
高
い
業
務
に
注
力
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

ま
た
、
業
務
フ
ロ
ー
の
見
直
し
も
重
要

で
す
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
よ
り
、
同

じ
業
務
量
を
よ
り
少
な
い
人
員
で
処
理
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
人
件
費
の
最
適
化
に

つ
な
が
り
ま
す
。

◇
高
付
加
価
値
化
◇

値
上
げ
と
も
密
接
に
関
連
し
ま
す
が
、

価
格
だ
け
で
選
ば
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、
高
付
加
価
値
化
や
差
別
化
が
必

要
で
す
。
自
社
で
提
供
す
る
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
、
品
質
向
上
や
付
加
価
値

の
追
加
な
ど
、
顧
客
満
足
度
を
高
め
る
こ

と
で
、
値
上
げ
を
受
け
入
れ
て
も
ら
い
や

す
く
な
り
ま
す
。

◇
国
の
補
助
金
や
助
成
金
◇

賃
上
げ
で
活
用
で
き
る
国
の
助
成
金
や

補
助
金
と
し
て
は
、
業
務
改
善
助
成
金
、

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
、
も
の
づ
く
り

補
助
金
、
Ｉ
Ｔ
導
入
補
助
金
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

こ
う
し
た
国
の
支
援
策
も
活
用
し
な
が

ら
、
価
格
転
嫁
、
省
力
化
投
資
、
高
付
加

価
値
化
、販
路
の
変
更
、外
注
化
な
ど
、
過

去
の
や
り
方
に
と
ら
わ
れ
な
い
複
合
的
な

対
応
策
を
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
（年度）

●最低賃金（全国平均）の推移●

昨年度 1,055 円
過去最大 51円（5.0%）⬆

今年度 1,118 円
63 円（6.0%）⬆目安

２０

（円）
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（９月号） （４）

◆
令
和
７
年
度
税
制
改
正
◆

中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資

促
進
税
制
の
見
直
し
・
延
長

近
年
、
日
本
全
国
で
大
規
模
な
自
然
災

害
が
多
発
す
る
中
、
中
小
企
業
が
災
害
に

よ
る
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
の
事
前
対
策

の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
の
防
災
・
減
災
に
向
け
た
設
備
投
資
を

後
押
し
す
る
た
め
の
「
中
小
企
業
防
災
・

減
災
投
資
促
進
税
制
」
の
見
直
し
・
延
長

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

従
前
制
度
の
概
要

従
前
の
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促

進
税
制
は
、
自
然
災
害
へ
の
対
策
を
強
化

す
る
た
め
、「
事
業
継
続
力
強
化
計
画
」

ま
た
は
「
連
携
事
業
継
続
力
強
化
計
画
」

に
対
象
設
備
の
投
資
を
行
う
こ
と
を
記
載

し
て
認
定
を
受
け
た
中
小
企
業
者
が
、
認

定
後
１
年
以
内
に
予
定
し
て
い
た
設
備
を

導
入
し
た
場
合
、
特
別
償
却
１８
％
（
令
和

７
年
４
月
１
日
以
降
に
取
得
等
す
る
場
合

は
１６
％
）
の
適
用
を
認
め
る
措
置
で
す
。

改
正
の
内
容

令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
対

象
資
産
か
ら
感
染
症
の
発
生
が
事
業
活
動

に
与
え
る
影
響
の
軽
減
に
資
す
る
機
能
を

有
す
る
減
価
償
却
資
産
（
サ
ー
モ
グ
ラ
フ

ィ
装
置
）
を
除
外
し
た
上
で
、
そ
の
適
用

期
限
が
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

「
ト
ラ
ン
プ
関
税
シ
ョ
ッ
ク
」
で

世
界
経
済
が
揺
れ
て
い
ま
す
。
米
国

の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
就
任
以
降
、

理
不
尽
と
も
言
え
る
そ
の
発
言
、
関

税
措
置
で
各
国
を
振
り
回
し
て
い
ま

す
。
▼
世
界
最
大
の
経
済
大
国
が
、

世
界
最
大
の
市
場
と
関
税
を
武
器
に

自
由
貿
易
の
ル
ー
ル
を
逸
脱
し
、
同

盟
国
に
も
威
圧
的
な
交
渉
で
合
意
を

迫
っ
て
い
ま
す
。
日
本
も
大
幅
な
譲

歩
を
迫
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
は
１５
％

の
関
税
を
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
５
５

０
０
億
ド
ル
（
約
８２
兆
円
）
の
対
米

投
資
を
約
束
す
る
こ
と
で
合
意
に
至

り
ま
し
た
。
▼
「
ア
メ
リ
カ
・
フ
ァ

ー
ス
ト
（
米
国
第
一
）」
を
モ
ッ
ト

ー
に
、
様
々
な
要
求
を
突
き
つ
け
て

く
る
米
国
と
今
後
、
ど
う
付
き
合
っ

て
い
く
べ
き
か
は
、
日
本
だ
け
で
な

く
す
べ
て
の
国
が
向
き
合
う
課
題
で

す
。
▼
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
狙
い
通

り
に
、
製
造
業
が
米
国
に
回
帰
し
、

世
界
各
国
は
米
国
と
の
新
た
な
共
生

の
道
を
見
い
だ
す
の
か
。そ
れ
と
も
、

各
国
が
米
国
へ
の
依
存
を
減
ら
す
契

機
と
な
っ
て
、
米
国
中
心
の
世
界
が

変
わ
る
起
点
と
な
る
の
か
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
今
、
歴
史
の
大
き
な
転
換

点
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

さ
そ
う
で
す
。

９ 月 の 税 務 と 労 務

―税 務―
★８月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…９月１０日

★７月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税〉
申告期限…９月３０日
★１月，４月，７月，１０月決算法人の３月ごとの期間短縮
に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…９月３０日
★法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉
申告期限…９月３０日
★１月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税〉（半期分）
申告期限…９月３０日

★消費税の年税額が４００万円超の１月，４月，１０月決算法
人の３月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…９月３０日

★消費税の年税額が４，８００万円超の６月、７月決算法人を
除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告（５月決算
法人は２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉
申告期限…９月３０日

―労 務―
★健保・厚保の保険料の納付
納期限…９月３０日

トランプ関税で変わる世界

○対 象 者：令和９年３月３１日までに「事業継続力強化計画」（連携計画含む）の認定を受けた中小企業者
○適用期間：事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後１年を経過する日までに、当該計画に記載され

た対象設備を取得等して事業の用に供すること。
○税制措置：特別償却１６％
○対象設備：自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する以下の設備

自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置等 ※（これら
と同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含
む。）

自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システ
ム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避
難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、架台（対象設備をかさ上げするために取得等するも
のに限る）、防水シャッター等 ※（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える
影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

機械及び装置
（１００万円以上）

器具及び備品
（３０万円以上）

建物附属設備
（６０万円以上）

※これまで対象であった感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ装置は対象外となる。
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